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チェック項目 はい いいえ
工夫している点、

課題や改善すべき点など
課題や改善するべき点を踏まえた

改善内容又は改善目標

環
境
・
体
制
整
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①
利用定員が指導訓練室等スペースとの関係で適
切である

○

③

生活空間は、本人にわかりやすい構造化された
環境になっているか。また、障害の特性に応じ、
事業所の設備等は、バリアフリー化や情報伝達
等への配慮が適切になされているか

○

バギーでの乗り入れなど、バリアフリー
化はできていると考えております。
今後も必要に応じて、利用児童が使いや
すいような配慮を行っていくことができる
ように努めます。

④
生活空間は、清潔で、心地よく過ごせる環境に
なっているか。また、子ども達の活動に合わせた
空間となっているか

○
毎日清掃を行い、子ども達が心地よく過
ごすことができるように努めております。

令和4年11月から事業所を重症心身障
害児と発達障害の2事業所に分けたこと
により、現状、児童発達支援の児童は在
籍していない状況にあります。

② 職員の配置数は適切であるか ○

重症心身障害児を主とした受け入れの
事業所ということもあり、現状ご利用がな
い為、最低限の職員配置を行っている状
況です。今後、児童の利用者数に応じて
職員を適切に配置していく予定です。

事業所として、業務内容等の改善を行う
ことができるよう、全ての職員で目標設
定を行い、より良い支援につなげること
ができるように努めます。

⑥
保護者等向け評価表により、保護者等に対して
事業所の評価を実施するとともに、保護者等の意
向等を把握し、業務改善につなげているか

○

現状、利用児童が在籍していない状況
の為、利用が開始された場合には、保護
者評価を行い、改善につなげていきたい
と考えております。
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⑤
業務改善を進めるためのPDCAサイクル（目標設
定と振り返り）に、広く職員が参画している

○

⑦

事業所向け自己評価表及び保護者向け評価表
の結果を踏まえ、事業所として自己評価を行うと
ともに、その結果による支援の質の評価及び改
善の内容を事業所の会報やホームページ等で公
開している

〇

⑨
職員の資質の向上を行うために、研修の機会を
確保している

〇

研修・セミナー等については、管理者より
職員全体に対して、参加希望者を募り参
加できるように調整しています。
事業所として必須の研修は、管理者から
各職員へ伝え、参加することとしていま
す。

特定非営利活動法人まぐねっと25の
ホームページ内に公開し、事業所内にも
掲示する予定です。

⑧
第三者による外部評価を行い、評価結果を業務
改善につなげている

〇
現在、第三者による外部評価は行ってい
ないため、今後、検討を行い、実施する
ことができるように努めます。

児童通所支援事業所 あいらいん

児童発達支援 事業所自己評価表（公表）



現在、あいらいんの児童発達支援の在
籍がないため、利用開始に伴い、計画を
作成し支援を行っていきます。

⑪
子どもの適応行動の状況を図るために、標準化
されたアセスメントツールを使用している

〇

重症心身障害児を主として受け入れるた
め、重症心身障害児の為のアセスメント
ツールを検討し、児童の状況把握が適
切にできるように努めます。
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⑩
アセスメントを適切に行い、子どもと保護者のニー
ズや課題を客観的に分析した上で、児童発達支
援計画を作成している

〇

⑫

児童発達支援計画には、児童発達支援ガイドラ
インの「児童発達支援の提供すべき支援」の「発
達支援（本人支援及び移行支援）」、「家族支
援」、「地域支援」で示す支援内容から子どもの支
援に必要な項目が適切に選択され、その上で、
具体的な支援内容が設定されている

〇

⑭ 活動プログラムの立案をチームで行っている 〇

活動のテーマを2～3ヶ月前から話合い、
その後、テーマに沿った活動プログラム
等を職員間で話し合い決定しています。
早めに話し合うことで、十分な準備期間
やシミュレーションを行うことができてい
ると考えられます。

ガイドラインに沿った項目を選択し、支援
計画を作成しています。今後ももっと具
体的な内容の設定や子どもや保護者が
分かりやすい内容で支援に繋げていくこ
とができるよう努めます。

⑬ 児童発達支援計画に沿った支援が行われている 〇

『成長療育支援システムHUG』内で、毎
日の活動の状況を入力するときに支援
計画の内容の振り返りも同時に行うこと
ができるようにしているため、支援計画
に沿った支援も行うことができていると考
えております。今後も支援計画に沿った
支援を継続していくことができるよう努め
ます。

⑯
子どもの状況に応じて、個別活動と集団活動を適
宜組み合わせて児童発達支援計画を作成してい
る

〇

重症心身障害児を主として行うため、個
別での活動が主となると考えておりま
す。必要に応じて、集団での活動では、
他事業所と協力して取り組むことができ
るように検討を行います。

⑮ 活動プログラムが固定化しないよう工夫している 〇

1週間ごとにテーマが決まっているため、
複数回利用がある児童については、難
易度や内容に変化をつけるように工夫し
ています。

⑱
支援終了後には、職員間で必ず打ち合わせをし、
その日行われた支援の振り返りを行い、気づいた
点等を共有している

〇

利用児童に対しての振り返りだけでなく、
職員自身のその日の支援についても振
り返りを行っております。
良かった点、改善すべき点を共有し、より
良い支援を行うことができるよう努めま
す。

⑰
支援開始前には職員間で必ず打ち合わせをし、
その日行われる支援の内容や役割分担について
確認している

〇

活動プログラムができた時点で、職員間
でシミュレーションを行い、どのような流
れで行うことになるか等事前に話し合う
ようにしています。また、その日の申し送
り時に、どのような内容の活動を行うかも
全ての職員が把握することができるよう
にしています。

⑳
定期的にモニタリングを行い、児童発達支援計画
の見直しの必要性を判断している ○

定期的なモニタリングは実施しています
が、今後は、モニタリングだけでなくこま
めな面談を行い、支援計画の掘り下げも
行うことができるよう努めます。

⑲
日々の支援に関して記録をとることを徹底し、支
援の検証・改善につなげている

○

個別の振り返りや活動の振り返りを行
い、支援の改善に繋げています。
個別支援の振り返りも行うことができるよ
うにしています。継続していくことができ
るよう努めます。



児童発達支援管理責任者だけでなく、直
接支援を行う職員も一緒に同席し、必要
な聴き取りや情報の共有を行うことがで
きるように努めております。

㉒
母子保健や子供・子育て支援等の関係者や関係
機関と連携した支援を行っている ○

少しずつ関係機関と連携した支援が行う
ことができてきている状況だと考えられま
す。
今後も密に連携を図り、子どもや保護者
にとってより良い支援を行うことができる
よう努めます。
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㉑
障害児相談支援事業所のサービス担当者会議
にその子どもの状況に精通した最もふさわしい者
が参画している

○

㉓

（医療的ケアが必要な子どもや重症心身障害の
ある子ども等を支援している場合）
地域の保健、医療、障害福祉、保育、教育等の関
係機関と連携した支援を行っている

○

㉕
移行支援として、保育所や認定こども園、幼稚
園、特別支援学校（幼稚部）等との間で、支援内
容等の情報共有と相互理解を図っている

○

利用開始時点で、現在の子どもの状況
や行っている支援等の情報を共有し、相
互理解を図っています。また、送迎時や
担当者会議、モニタリング等を通じて、更
に情報のやりとりを行っております。

医療的ケアが必要な子どもに対しては、
保護者との連携を行い、しっかりと情報
共有できるようにしております。
今後は、保護者だけでなく、保育園や関
係機関等との連携も密に行い、それぞれ
の状況に合わせてさらにより良い支援に
つなげることができるよう努めます。

㉔

（医療的ケアが必要な子どもや重症心身障害の
ある子ども等を支援している場合）
子供の主治医や協力医療機関等と連携体制を整
えている

○

現状、協力医療機関との連携体制は整
えているが、子どもの主治医との連携体
制は整っていません。基本的には、保護
者を介して主治医との連携を図る形に
なっております。
今後、検討を重ね、子どもの主治医との
連携体制も構築していくことができるよう
努めます。

㉗
他の児童発達支援センターや児童発達支援事業
所、発達障害者支援センター等の専門機関と連
携し、助言や研修を受けている

○

公開療育や研修等を通じて助言などをも
らえるようにしていますが、実際に参加で
きる職員が限られている状況でもありま
す。
今後は全ての職員が、交替で参加するこ
とができるように努めます。

㉖
移行支援として、小学校や特別支援学校（小学
部）との間で、支援内容等の情報共有と相互理解
を図っている

○

就学に向けて、移行支援シートを作成
し、必要に応じて、学校の先生を含めた
移行支援会議を実施してもらえるように
相談支援へ働きかけ、情報共有と相互
理解を図ることができるように努めてい
ます。

㉙
（自立支援）協議会子ども部会や地域の子ども・
子育て会議等へ積極的に参加している ○

管理者や児童発達支援管理責任者が児
童発達支援のグループ会議等に参加し
ています。

㉘
保育所や認定子ども園、幼稚園等との交流や、
障害のない子どもと活動する機会がある ○

幼・保育園やこども園に併行通園してい
る児童が多く、事業所では交流や活動の
機会はありません。保護者からの要望な
どを踏まえたうえで、検討を行いたいと考
えています。

㉚
日頃から子どもの状況を保護者と伝え合い、子ど
もの発達の状況や課題について共通理解を持っ
ている

○

『成長療育支援システムHUG』を使用し、
スマートフォンからその日の様子がみて
いただけるようにしているため、写真添
付なども含めて、日ごろの活動の状況等
が分かりやすくなっていると考えておりま
す。また、必要に応じて電話やメールな
ども活用し、その都度、情報の共有を
行っております。



㉛
保護者の対応力の向上を図る観点から、保護者
に対して家族支援プログラム（ペアレント･トレーニ
ング等）の支援を行っている

○
今後、ペアレント・トレーニングを含めた
家族支援プログラムを検討し、実施して
いくことができるように努めます。

契約時に、一つ一つ丁寧に説明を行い、
内容を理解していただいたうえで利用を
行っていただいております。
もし、気になる点等ある時にはその都
度、相談していただくよう伝えておりま
す。

㉝

児童発達支援ガイドラインの「児童発達支援の提
供すべき支援」のねらい及び支援内容と、これに
基づき作成された「児童発達支援計画」を示しな
がら支援内容の説明を行い、保護者から児童発
達支援計画の同意を得ている

○

支援計画の内容の説明を行って、支援
計画の同意を得ています。
しかし、ガイドラインの内容については、
もっと詳しく説明することができるように
努めてまいります。
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㉜
運営規程、支援の内容、利用者負担等について
丁寧な説明を行っている ○

㉞
定期的に、保護者からの子育ての悩み等に対す
る相談に適切に応じ、必要な助言と支援を行って
いる

○

㊱

子どもや保護者からの相談や申入れについて、
対応の体制を整備するとともに、子どもや保護者
に周知し、相談や申入れがあった場合に迅速か
つ適切に対応している

○
面談を含め、相談等の申し入れがあった
際、迅速かつ適切に対応することができ
るように取り組んでまいります。

連絡帳や送迎時、モニタリングに担当者
会議等、様々な場面で相談がしやすいよ
うに日頃から声掛けを行ってい、その都
度、必要な助言や支援を行うように努め
ております。

㉟
父母の会の活動を支援したり、保護者会等を開
催する等により、保護者同士の連携を支援してい
る

○

現状、利用児童が在籍していない状況
の為、利用が開始された場合には、保護
者同士の連携等の支援を行っていく予定
です。

㊳ 個人情報の取扱いに十分注意しているか ○

ホームページや『HUG』等での情報提供
については、保護者の同意が得られた
内容のみ、発信しております。それ以外
については、基本的に『個人情報使用同
意書』で同意を得られた内容の使用にと
どめております。

㊲
定期的に会報等を発行し、活動概要や行事予
定、連絡体制等の情報を子どもや保護者に対し
て発信している

○

活動概要や行事予定については、月に1
回配布していますが、定期的な会報等の
発行は現在できておりません。
今後、『HUG』内での発行やホームペー
ジ内での情報提供などについて検討を
行い、保護者に対して情報の発信を行っ
ていきたいと考えております。

㊵
事業所の行事に地域住民を招待する等地域に開
かれた事業運営を図っている ○

新型コロナウイルス感染症の影響で地
域の方々を招待することができていませ
ん。今後も検討を重ね、地域住民の方々
との交流が行えるように努めます。

㊴
障害のある子どもや保護者との意思の疎通や情
報伝達のための配慮をしている ○

契約時やモニタリング、担当者会議、面
談など、子どもや保護者との意思の疎通
や情報伝達等、こまめに行うことができ
るように努めております。また、子どもと
の意思疎通や情報伝達に対しては、活
動等の支援に対しても配慮するよう努め
ております。



作成されたマニュアルを基に職員や保護
者への周知を徹底し、発生を想定した訓
練を行っていきます。また、各委員会等
の会議を『あいらいん』『コミュニケーショ
ンAREA』と合同開催し、協力を得られる
状況等も検討していきます。

㊷
非常災害の発生に備え、定期的に避難、救出そ
の他必要な訓練を行っている ○

利用児も参加することができるよう、職員
で話し合い、実施していきます。
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㊶

緊急時対応マニュアル、防犯マニュアル、感染症
対応マニュアル等をを策定し、職員や保護者に周
知するとともに、発生を想定した訓練を行ってい
る

○

㊸
事前に、予防接種やてんかん発作等の子どもの
状況を確認しているか ○

㊺
ヒヤリハット事例集を作成して事業所内で共有し
ている ○

必要に応じて、ヒヤリハットを作成してい
ます。事例集の作成にまではいたってい
ない為、今後、事例集を作成し、事業所
内で共有が図れるように努めてまいりま
す。

契約時に、てんかん発作等の持病や服
薬については確認をしています。
予防接種に関しては、保護者アンケート
を実施の上、検討していきたいと考えて
おります。

㊹
食物アレルギーのある子どもについて、医師の指
示書に基づく対応がされている ○

現状、食物アレルギーの児童がいな
いため、対応はありません。対象児
童が利用した場合には、医師の指
示書に基づく対応ができるように努
めます。

㊼

どのような場合にやむを得ず身体拘束を行うかに
ついて、組織的に決定し、子どもや保護者に事前
に十分に説明し了解を得た上で、児童発達支援
計画に記載している

○

どのような場面のどのような行為が身体
拘束にあたるのか、事業所内でも話し合
いを行い、適切な支援ができるよう努め
てまいります。

㊻
虐待を防止するため、職員の研修の機会を確保
する等、適切な対応をしている ○

外部研修を受講し、事業所内研修で職
員間での周知徹底及び現状の見直しを
行い、適切に対応できるよう努めており
ます。


